
事務連絡 令和 4年 10月 6日（令和 4年 10月 5日最終修正） 

県立大学教職員各位 

教職員における新型コロナウイルス感染症に係る届けの取扱いについて        

                                        経営戦略部長 

                                        健康支援センター長 

国（厚生労働省、文部科学省）及び県から新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについ

て通知が発出されました。有症状の患者の療養期間は、発症日（熱や咳、咽頭痛などの症状が出た日）から 7 日間

経過し、かつ、症状軽快後 24時間経過した場合には 8日目から通常の生活に戻れます。 

ただし、10 日間が経過するまでは感染リスクが残っていますので、マスク等の感染予防行動を徹底し、高齢者等

の重症化リスクの高い方との接触や感染リスクの高い場所の利用や会食は避けてください。 

新型コロナウイルス感染症に関して、下記の事由に該当する場合には、学内における感染拡大防止のため、在宅勤

務、特別休暇、職務専念義務免除などの各種制度を用いて、該当職員の出勤を停止するよう取り計らってください。 

 

＊体調不良や病院受診、罹患又は感染の疑いがある場合、帰国、入国した場合、ご家族が罹患した際の相談など 

その他の欄もあります。ご活用ください。 

教職員用報告フォーム（または総務室）へ報告をお願いいたします。 

☆教職員用報告フォーム https://req.qubo.jp/u_shizuoka/form/covid           

総務室  mail: soumu@u-shizuoka-ken.ac.jp tel: 054-264-5102 

 

出勤停止期間中、海外渡航者は毎日、健康記録表に体調や行動等を記録し、待機明けに出勤した時、海外渡航者は

帰国後、健康観察表を健康支援センター（医務室・健康増進室）に持参し、必ず体調確認を受けてください。 

その後に所属長の確認印も受けてから、総務室へ必要書類を提出し手続きをおこなってください。   

【新型コロナウイルスに係る出勤停止の取り扱い届事由】修正箇所を赤字で記してあります 

事由 出勤停止期間 必要書類 出勤停止の取扱い 

発熱等の風邪の症状があ

る場合 

症状が消失・解熱後、解熱剤を 

使用せずに平熱が３日続くまで 

健康観察表 職務免除 

同居する者に発熱や風邪

症状がみられる場合 

症状が消失・解熱後、解熱剤を 

使用せずに平熱が３日続くまで 

健康観察表 

(同居者記録を含む) 

職務免除又は、勤務が

可能ならば在宅勤務 

本人の陽性が判明した 

場合 

 

・有症状患者の場合 

発症日から 7日間経過し、かつ、解熱剤

を使用せずに解熱し 24 時間経過した場

合で、8日目に呼吸器症状がない場合は、

8日目から隔離解除可能。  

8 日目に咳など呼吸器症状がある場合は

10日目まで隔離、11日目に解除可能。 

・無症状患者の場合 

検体採取日の後７日間経過した場合に

は 8日目に隔離解除を可能とする 

健康観察表 

 

職務免除 

又は、勤務が可能なら

ば在宅勤務 

本人が濃厚接触者に 

特定された場合 

 

・感染者と最後に接触した翌日から 

 5日間自宅待機 ※１ 

・保健所が自宅待機などを求めた期間待

機期間短縮あり ※２ 

健康観察表 

※2 の場合は、検査

キットの写真（薬事

承認と分かる） 

【勤務が可能な場合】 

・在宅勤務 

【勤務が困難な場合】 

・職務免除 

☆報告フォームへの入力を、必ず行ってください！ 

https://req.qubo.jp/u_shizuoka/form/covid


同居する者の陽性が 

判明した場合 

（家庭内で居住エリアの

区分・マスク着用等の感染

対策が可能） 

・本人が濃厚接触者となる 

・「家庭内で感染対策を開始した日」 

又は「感染者の発症日」のいずれか遅い

方の翌日から 5 日間経過するまでの間

（期間短縮あり※２） 

健康観察表 

※2 の場合は、検査

キットの写真（薬事

承認と分かる） 

【勤務が可能な場合】 

・在宅勤務 

【勤務が困難な場合】 

・職務免除 

同居する者の陽性が 

判明した場合（家庭内の感

染対策が不可能） 

（本人が陽性者の看病人

となり、接触しなければな

らない場合を含む） 

・濃厚接触者として、医療機関や保健所

が自宅待機など指示された期間 

・待機期間中の家庭内での感染拡大、陽

性者の症状の変化等により対応が変化

するため、都度保健所の指示を確認する

こと 

健康観察表 

医療機関、保健

所からの指示の

記録 

【勤務が可能な場合】 

・在宅勤務 

【勤務が困難な場合】 

・職務免除 

同居する者が濃厚接触者

に特定された場合 

 

・出勤停止なし 

(濃厚接触者の家族や接触者に対して法的に行

動を制限することはありません。現時点では

特別な対応は不要です) 

健康観察表 

医療機関、保健

所からの指示の

記録 

【勤務が可能な場合】 

・在宅勤務 

【勤務が困難な場合】 

・職務免除 

新型コロナワクチンを接

種する日 

勤務時間中に、自宅又は勤務公署と医療

機関等を往復することを、本人の希望に

より職務免除を申請することができる。 

接種済証明 職務免除 

新型コロナワクチン接種

後、それに起因すると思わ

れる副反応がみられた時 

＜主な副反応＞ 

37.5℃以上の発熱、倦怠

感、頭痛、筋肉痛、関節痛、

悪寒、吐き気、下痢、等 

発熱の場合は、出勤停止とし、 

職務免除とする。 

発熱以外の副反応がみられる場合は、 

その症状が解消するまで、本人の希望に

より職務免除を申請することができる。 

接種済証明 

健康観察表 

職務免除 

海外渡航からの帰国者・入

国者（新入留学生など） 

水際対策として必要な待機期間 ※3 搭乗日Ｅチケッ

トや航空券の予

約完了のメール

などの画像の写

し、健康観察表 

【勤務が可能な場合】 

・在宅勤務 

【勤務が困難な場合】 

・職務免除 

 

医療的ケアが必要、基礎疾

患がある等で主治医等が

出勤すべきではないと判

断された場合 

医師の指示が出ている期間、自宅待機

（自宅療養）。 

 

健康観察表 

診断書 

特別休暇 

 

 

 

学校や介護施設等が臨時

休業等により自宅で育児や

介護が必要になった場合 

同居家族（子供や親）が 

ワクチン接種による副反応

により看病が必要な場合 

・学校や介護施設の臨時休業期間等、育

児や介護、看病が必要な期間 

施設からの通知

等の写し 

健康観察表(任意) 

 

家族の接種済証

明、健康観察表 

【勤務が可能な場合】 

・在宅勤務 

【勤務が困難な場合】 

・看護休暇(年５日迄)

又は職務免除 

・非常勤職員は職務免除 

※１ 濃厚接触者として特定された場合最終接触日の翌日から 5日間は自宅待機になります。ただし、食料 

購入等が必要な場合は、正しくマスクをして速やかに帰宅することで外出は可能とされています。 

無症状病原体保有者（症状のない感染者）は、自宅療養のため外出は不可です。 



※2 待機期間中、2日目及び 3日目の抗原定性検査で両日共に陰性を確認した場合は、3日目から待機解除 

を可能とする（自費検査）健康観察表は７日間継続して記録をする。 

薬局で対面販売されている抗原定性検査キット（薬事承認されたもの）を使用すること。 

原則として、感染者との最終接触日から 5日間は自宅待機をお願いします。 

※3 水際対策｜厚生労働省｜日本政府 (mhlw.go.jp)  

厚生労働省・入国者健康確認センター 日本へ入国・帰国する皆様へ (mhlw.go.jp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.hco.mhlw.go.jp/


【新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための出勤停止期間早見表】 

 

・本表は、「教職員における新型コロナウイルス感染症に係る届けの取扱いについて」に示した内容を簡

略化した早見表です。 

・必要書類や出勤停止の取扱い等については、通知の該当部分を確認してください。 

 

対象者 事由 出勤停止期間 

本人が 

①コロナ疑いのある症

状、風邪症状等がある 

症状が消失・解熱後、 

解熱剤を使用せずに平熱が 3日続くまで 

②陽性が判明した 発症日翌日から 7日間隔離、8日目から隔離解除可能 

8 日目も呼吸器症状がある場合は 10 日間まで隔離。11 日目から

隔離解除可能 

無症状の場合も 7日間隔離 8日目から隔離解除可能 

③濃厚接触者となった 感染者と最後に接触した翌日から 5日間 

待機期間短縮措置あり（該当の場合は 3日間） 

④ワクチン接種する日 接種日(自宅又は勤務公署と医療機関等の往復に要する時間) 

⑤ワクチン接種副反応 副反応の症状が解消するまで 

⑥海外渡航からの帰国 検疫、水際対策の待機期間の指示に沿う 

⑦主治医の指示 主治医指示に沿う 

同居家族が 

 

⑧コロナ疑いのある症

状、風邪症状等がある 

症状が消失・解熱後、 

解熱剤を使用せずに平熱が 3日続くまで 

⑨陽性が判明した 

(家庭内感染対策実施) 

「家庭内感染対策を開始した日」又は「感染者の発症日」のいずれか

遅い日の翌日から 5日間 

待機期間短縮措置あり（該当の場合は 3日間） 

⑩陽性が判明した 

(家庭内感染対策不可) 

(本人が直接看病) 

医療機関や保健所の指示に沿う 

（状況の変化により都度保健所等の指示を仰ぐこと） 

⑪濃厚接触者になった 出勤停止なし 

⑪学校や介護施設が休業

し育児、介護、看病が必要

となった場合 

学校や介護施設の休業期間など育児や、介護、看病が必要な期間 

 

今回のお知らせは教職員あてにまとめたものです。出勤停止の内容が変更時には、お知らせいたします。 

服務関係に対しては経営人事室 （内線 5207）へ、健康状態に対しては健康支援センター 健康増進室（内線 5200） 

または医務室（内線 5117）へお問い合わせください。 

経営人事室山下 内線 5207 kjinji3@u-shizuoka-ken.ac.jp 

                          総務室兼務健康支援センター武田 内線 5200 soumu5@u-shizuoka-ken.ac.jp 

mailto:soumu5@u-shizuoka-ken.ac.jp

